
　

固
定
資
産
税
と
は
、
毎
年
１
月

１
日
（
賦
課
期
日
）
に
土
地
・
家

屋
・
償
却
資
産
と
い
っ
た
固
定
資

産
を
所
有
し
て
い
る
人
が
、
固
定

資
産
の
価
格
を
も
と
に
算
出
さ
れ

る
税
額
を
そ
の
固
定
資
産
の
所
在

す
る
市
町
村
へ
納
め
る
税
金
の
こ

と
を
い
い
ま
す
。

　

４
月
20
日
ま
で
に
送
付
す
る
固

定
資
産
税
の
納
税
通
知
書
に
、
土

地
・
家
屋
の
課
税
明
細
書
を
同
封

し
て
い
ま
す
。

　

課
税
明
細
書
が
届
い
た
ら
、
適

正
な
課
税
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど

う
か
、
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
納
税
通
知
書
を
受
け
取

っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60

日
以
内
で
あ
れ
ば
、
土
地
・
家
屋

の
価
格
に
対
す
る
不
服
（
審
査
）

申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、市
内
に
所
在
す
る
土
地・

家
屋
の
固
定
資
産
税
の
納
税
者
本

人
に
限
り
、
土
地
・
家
屋
の
評
価

額
を
比
較
し
、
自
ら
の
土
地
・
家

屋
の
評
価
額
が
適
正
か
ど
う
か
を

確
認
す
る
た
め
に
、
土
地
・
家
屋

価
格
等
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

縦
覧
帳
簿
に
は
、土
地
の
地
目
、

地
積
、
評
価
額
な
ど
や
家
屋
の
種

類
、
構
造
、
床
面
積
、
評
価
額
な

ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

▽
縦
覧
期
間　

４
月
２
日
（
月
）

　

〜
５
月
２
日
（
水
）（
土
・
日

　

曜
日
、　

祝
日
を
除
く
）
午
前

　

８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

▽
縦
覧
場
所　

税
務
課

※
閲
覧
（
自
分
の
資
産
の
み
を
見

　

る
こ
と
）
は
、
各
支
所
・
出
張

　

所
で
も
行
っ
て
い
ま
す
。

▽
持
参
す
る
も
の

　

・
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、

　

健
康
保
険
証
な
ど
）

　

・
委
任
状
（
代
理
人
が
縦
覧
す
る

　

場
合
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課　
　

 

固
定
資
産
税
課
税
明
細
書
の
確
認
を

 

適
正
な
課
税
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
か

　

こ
れ
ま
で
の
高
額
療
養
費
制
度

の
仕
組
み
で
は
、
高
額
な
外
来
診

療
を
受
け
た
と
き
に
は
、
医
療
機

関
の
窓
口
で
療
養
費
を
全
額
支
払

い
、
後
日
、
高
額
療
養
費
の
支

給
申
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
し

た
。

　

し
か
し
、
４
月
１
日
か
ら
は
、

同
一
の
医
療
機
関
を
受
診
す
る
場

合
に
は
、
所
得
に
応
じ
て
決
め
ら

れ
た
毎
月
の
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
る
分
に
つ
い
て
は
、
窓
口
で

の
支
払
い
や
高
額
療
養
費
の
支
給

申
請
が
不
要
に
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
事
前
に
手
続
き
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

病
院
や
薬
局
な
ど
の
医
療
機
関
の

窓
口
で
、
限
度
額
適
用
認
定
証
な

ど
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

認
定
証
な
ど
の
提
示
を
行
わ

ず
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
療
養
費

を
全
額
支
払
っ
た
場
合
に
は
、
高

額
療
養
費
の
支
給
申
請
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

①
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

　

る
人

　

市
民
課
国
保
年
金
係

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
７
９
０

②
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入

　

し
て
い
る
人

　

・
市
民
課
医
療
費
給
付
係

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

３
９
５
８

③
そ
の
他
の
医
療
保
険
に
加
入
し

　

て
い
る
人

　

・
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
者

 

変
わ
り
ま
す

 

協
会
け
ん
ぽ
の
保
険
料
率　

　　

協
会
け
ん
ぽ
と
は
、
中
小
企
業

な
ど
で
働
く
従
業
員
と
そ
の
家
族

が
加
入
す
る
健
康
保
険
で
す
。
こ

の
保
険
料
率
は
、
毎
事
業
年
度
、

都
道
府
県
ご
と
に
地
域
の
医
療
費

を
反
映
し
、
算
定
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
24
年
３
月
分
（
４
月
納
付

分
）
か
ら
岡
山
支
部
の
健
康
保
険

料
率
は
現
行
の
９・
５
５
％
か
ら

10
・
０
６
％
に
変
わ
り
ま
す
（
任

意
継
続
被
保
険
者
は
、
平
成
24
年

４
月
分
保
険
料
か
ら
変
更
）。

　

ま
た
、
40
歳
か
ら
64
歳
ま
で

の
人
は
、
介
護
保
険
料
率
も
１
・

５
５
％
（
現
行
１・
５
１
％
）
へ

変
更
さ
れ
ま
す
。

　

■
問
い
合
わ
せ
先

　

協
会
け
ん
ぽ
岡
山
支
部

　

☎
０
８
６-

８
０
３-

５
７
８
０

 

医
療
機
関
の
窓
口
で
の
支
払
額
が
一
定
に

 

高
額
療
養
費
制
度
が
変
わ
り
ま
す

受診する人 事前の手続き 医療機関の窓口で
提示するもの

70 歳未満の人または 70
歳以上の非課税世帯の人

加入する健康保険組合などに「限
度額適用認定証」の交付を申請 限度額適用認定証

70 歳以上 75 歳未満で、非
課税世帯ではない人

不要

高齢受給者証

75 歳以上で、非課税世帯
ではない人

後期高齢者医療被
保険者証

Ｑ．地価の下落によって土地の評価額が
下がっているのに、税額が上がるのはな
ぜですか。
Ａ．負担水準の適正化を図ったためです。
　負担水準が低いことによって起こって
います。負担水準とは、土地の評価額に
対して、税負担となる課税標準額の占め
る割合です。地域や土地によって負担水
準のばらつきがあるため、このばらつき
の幅を狭める仕組みを国が一律に定めて
います。具体的には、負担水準が高い土
地は税負担を引き下げたり据え置いたり
し、負担水準が低い土地は税を引き上げ
ています。
　ただし、住宅用地の固定資産税の軽減
措置は、平成 24 ～ 25 年度で負担水準
の基準を８割から９割に引き上げ、平成
26 年度には廃止されることとなってい
ます。
Ｑ．新築住宅を建てて、４年目になりま
すが、固定資産税額が急に上がりました。
どうしてですか。
Ａ．軽減適用期間の終了によるものです。
　新築の住宅に対して、一定の要件に該
当するときは、新たに固定資産税が課税
されることになった年度から３年間に限
り、120 平方㍍までの面積の税額が２分
の１に軽減されます。税額が高くなった
のは、軽減適用期間が終了したことによ
り、本来の税額になったためです。

固定資産税Q＆ A

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
１
８
１

 

求
職
中
の
人
を
支
援

 

ジ
ョ
ブ
ス
ポ
ッ
ト
せ
と
う
ち　

　　

市
で
は
、
西
大
寺
公
共
職
業
安

定
所
と
協
定
を
締
結
し
、
子
育
て

中
・
子
育
て
後
の
母
親
や
生
活
保

護
受
給
者
、
障
害
者
な
ど
の
就
労

を
支
援
す
る
た
め
、
３
月
30
日
に

市
役
所
１
階
に
「
ジ
ョ
ブ
ス
ポ
ッ

ト
せ
と
う
ち
」を
開
所
し
ま
し
た
。

　

ジ
ョ
ブ
ス
ポ
ッ
ト
せ
と
う
ち
に

は
、
市
と
公
共
職
業
安
定
所
の
職

員
が
常
駐
し
、
求
人
票
な
ど
の
資

料
提
供
に
よ
り
就
労
を
支
援
し
ま

す
。
ま
た
、
８
月
に
は
求
人
情
報

提
供
端
末
を
導
入
す
る
予
定
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

福
祉
課

　

☎
０
８
６
９-

２
６-

５
９
４
４

　

HP http://www.kyoukaikenpo.or.jp

 

ご
確
認
く
だ
さ
い

土
砂
災
害
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

　

市
で
は
、
大
雨
な
ど
に
よ
り
土

砂
災
害
発
生
の
危
険
が
高
ま
っ
た

場
合
や
災
害
が
発
生
し
た
場
合

に
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
避
難
な
ど

の
適
切
な
行
動
を
と
っ
て
も
ら
う

た
め
、
土
砂
災
害
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
を
作
成
し
ま
し
た
。

　

作
成
し
た
マ
ッ
プ
は
、
２
枚
１

組
で
今
月
の
広
報
紙
に
折
り
込
ん

で
い
ま
す
。
避
難
場
所
や
危
険
地

区
な
ど
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

地
域
安
全
推
進
室

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

３
９
０
４

必要な手続きなど

土砂災害ハザードマップ（見本）

園庭開放日

幼稚園名 問い合わせ先 5月 6月 7月 開放時間
牛窓東 0869-34-2104 毎週火曜日 午前９時 30 分～ 11 時

牛窓西 0869-34-3687
5 月 7日（月）、14 日（月）、6月 4日（月）、
11 日（月）、18 日（月）、7月 2日（月）、9日（月）

午前９時 30 分～ 11 時

牛窓北 0869-34-3742 10 日（木）14 日（木）12 日（木）午前９時 30 分～ 11 時
邑久 0869-22-0027 15 日（火）12 日（火）03 日（火）午前９～ 11 時
今城 086-943-8715 15 日（火）12 日（火）03 日（火）午前９～ 11 時
美和 0869-26-3445 15 日（火）19 日（火）17 日（火）午前９～ 11 時
国府 0869-26-3446 15 日（火）19 日（火）17 日（火）午前９～ 11 時
行幸 0869-26-3447 15 日（火）19 日（火）17 日（火）午前９～ 11 時

 
幼
稚
園
に
遊
び
に
来
ま
せ
ん
か

 
園
庭
開
放　

　　

幼
稚
園
や
保
育
園
に
通
っ
て
い

な
い
乳
幼
児
を
対
象
に
、
子
育
て

の
場
と
し
て
幼
稚
園
を
開
放
し
て

い
ま
す
。
で
き
る
だ
け
徒
歩
、
自

転
車
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
４
月
は
、
園
庭
開
放
日
は
あ
り

　

ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

各
幼
稚
園

固定資産税（土地・家屋）課税明細書（見本）

生
活
と
環
境

安
全
通
信

み
ん
な
の
広
場

ま
ち
の
話
題

知
っ
得
！
情
報

く
ら
し
の
情
報

ま
な
び
の
部
屋

健
康
ラ
イ
フ




